
資料３ 

 

学校から学校給食センターへの食数変更について 

 

 

○　転入・転出・出席停止・疾病・事故・その他の理由による少数の給食数の変更 

・月曜日の正午までの受付分・・・その週の木曜日分から変更可能 

・木曜日の正午までの受付分・・・翌週の月曜日分から変更可能 

　　　 

○　学校・学年・クラス単位の給食数の変更 

　・学校・学年・クラス単位での給食数の変更は、月前半分：１～１５日の分に

ついては前月の１５日まで、月後半分：１５日～月末の分については前月

の３０日まで変更可能 


